
１ 議案 令和２年８月25日現在
番
号

件　　　　　　名 説　　　　　　　　　　明

1
武蔵野市手数料徴収
条例の一部を改正す
る条例

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正
する法律（令和元年法律第４号）の施行に伴い、所要の改正をする
ものである。
法律の施行に伴い、以下の改正等を行う。
・省エネ性能向上計画認定の対象に複数建築物が追加されたこと
に伴う規定の追加及び手数料の減額の規定の追加
・省エネ性能評価方法の簡素化に伴う規定の追加

2
武蔵野市一般廃棄物
処理施設設置条例

一般廃棄物処理施設を設置するため、制定するものである。

一般廃棄物処理施設（附帯施設を含む。）である武蔵野クリーンセ
ンター及びむさしのエコｒｅゾートの名称及び位置並びに事業等を
定める。

3
物損事故に係る損害
賠償の額の確定及び
和解について

武蔵野市が管理する樹木の枝の落下により発生した物損事故に係
る損害賠償の額の確定及び和解をするため、地方自治法（昭和22
年法律第67号）第96条第１項12号及び13号の規定により、提案する
ものである。

4

武蔵野市新学校給食
桜堤調理場(仮称)配送
用コンテナ等の買入れ
について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する
条例（昭和39年３月武蔵野市条例第11号）第３条の規定により、提
案するものである。

5
令和２年度武蔵野市
一般会計補正予算（第
７回）

◎７億８８８５万１千円増
（補正後の予算額８５５億５８０６万９千円）

【歳出の主なもの】
〇総務費
・広報広聴費　　　　　１４２９万９千円補正減
（内訳）新HP管理システム調達時期を翌年度に延期したこと
　　　　による減　ほか
・財産管理費　　　　　１２６５万円補正減
（内訳）市庁舎空調設備改修工事の工事時期変更による減
　　　　【債務負担行為設定】
・市民文化施設事業費　　　２５６１万１千円補正増
（内訳）市民文化施設の施設使用料還付のための増

○民生費
・老人福祉費　　　　　７３７５万５千円補正減
（内訳）吉祥寺ナーシングEV更新工事及び高齢者総合センタ
　　　　ーEV更新工事の工事時期変更による減【いずれも債
　　　　務負担行為設定】　ほか
・生活保護総務費　　　　２億　４４３万４千円補正増
（内訳）住居確保給付金の申請増による増

〇商工費
・商工振興費　　　　　５１０５万円補正減
（内訳）商工会館空調設備交換工事時期変更による減【債務
　　　　負担行為設定】　ほか
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〇消防費
・非常備消防費　　　　１０１０万円補正減
（内訳）東京都操法大会延期による減

○教育費
・教育指導費　　　  ６億９５６０万８千円補正増
（内訳）GIGAスクール構想対応のための委託料（端末設計・
　　　　設定等）、備品購入費（各学校ルーター、児童生徒
　　　　用端末）　ほか

・学校管理費　　　　２２９６万円補正増
（内訳）市立学校消毒委託に係る費用

【歳入の主なもの】
○国庫支出金　国庫負担金　１億５３３２万５千円補正増
　　　　　　　国庫補助金　３億２４４９万２千円補正増
○都支出金　　都補助金　　　　２８１７万９千円補正増
○繰越金　　　繰越金　　　２億８４９７万２千円補正増

◎債務負担行為補正
・市庁舎空調設備改修工事技術コンサルティング業務　ほか

6
令和２年度武蔵野市
介護保険事業会計補
正予算（第１回）

◎４８９１万２千円増
（補正後の予算額　１２０億３７４３万４千円）

【歳出の主なもの】
○諸支出金
・償還金及び還付加算金　　４８６２万９千円補正増

【歳入の主なもの】
○繰越金
・繰越金　　　　４８９１万２千円補正増

7

令和２年度武蔵野市
下水道事業会計補正
予算（第１回）

◎（補正後の引継金　５７４９万７千円
　補正後の損益勘定留保資金　３億３６３３万８千円）
◎（補正後の未収金　２億４４４９万９千円
　　補正後の未払金　３億２１６８万８千円）

令和元年度決算の調整が完了し、下水道事業特別会計口座の預
金残高、未収金（特例的収入）及び未払金（特例的支出）の額が確
定したことを受けて、下水道事業特別会計から公営企業会計にへ
の引継金等について補正を行う。

8
令和元年度武蔵野市
決算の認定について
（追加提案予定）

9

令和元年度武蔵野市
水道事業会計利益の
処分及び決算の認定
について
（追加提案予定）

10

武蔵野市教育委員会
委員の任命の同意に
ついて
（追加提案予定）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162
号）第４条第２項の規定により、市議会の同意を求める。

１名

11

武蔵野市学習者用コ
ンピュータ等の買入れ
について
（追加提案予定）

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する
条例（昭和39年３月武蔵野市条例第11号）第３条の規定により、提
案するものである。

本会議初日の９月２日（水）の開会後に追加議案として送付します。
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２ 諮問

1
人権擁護委員候補者
の推薦につき意見を求
めることについて

人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基
づき、市議会の意見を求める。

３名

３ 文書による報告のみを行うもの
1 市道第73号線道路整

備工事請負契約

2
第三小学校校舎棟給
排水設備保全に伴う
改修工事請負契約

3
健全化判断比率及び
資金不足比率等

※ 　報告のうち、「議会の指定による事項の専決処分（30万円以下の損害賠償額の決定又は
和解）」及び「5000万円以上１億5000万円未満の工事請負契約」は、議会開会中に随時報
告することが可能であるため、追加提出が発生する場合がある。
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